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秋田県スキルアップ促進奨励金 

申 請 要 領 
 

Ⅰ 概 要  

 

１ 目的  

 在職者等の主体的な学び直しの促進を目的とし、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓

練を６ヶ月を超えて受講した者に対し、奨励金を支給します。 

 

２ 支給対象者  

次の①から②を全て満たす者となります。 
 

① 受講開始日及び奨励金の支給申請日時点において、秋田県内在住の者であること。 

② 令和７年４月１日以降に、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練の受講を開始し、 

申請日において６ヶ月を超えて受講していること。 

  

３ 支給額  

 支給額は、下表に定める額を支給します。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆奨励金に関するお問い合わせ先◆ 

  

支給額 
専門実践教育訓練給付対象経費の１／４ 

※最初の支給単位期間分のみが対象となります。 

限度額 ５万円 

秋田県 産業労働部 雇用労働政策課 

電話番号：０１８－８６０－２３３４ 

（土日祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）は除く。） 

 

専門実践教育 
訓練給付金 
（１回目） 
申請・受給 

（ハローワーク） 

 

秋田県 
スキルアップ 
促進奨励金 
申請・受給 

※本奨励金を受給した場合、専門実践教育訓練給付金（第１回）の申請時に必ず申告してください。 
 各ハローワークでは、本奨励金を差し引いた額での算定となります。 

6 ヶ月受講 
受
講
開
始 

専門実践教育訓練前 
キャリアコンサルティング 

（ハローワーク） 

受給資格 
確認 

（ハローワーク） 

申請までの流れ
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Ⅱ 申請から支給までの流れ  
 

提出する書類や支給の手順などについては、次のとおりです。 
 

１ 提出書類の準備  

 以下のとおり、書類をご準備ください。（詳細は４ページ～参照） 

 郵送申請・電子申請どちらの場合も準備する書類は同じです。 

 

  ・秋田県スキルアップ促進奨励金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

  ・請求書（様式第２号） 

  ・専門実践教育訓練給付金受給資格者証の写し 

  ・領収書の写し 

  ・振込先口座が確認できる通帳の写し等 

  ・本人確認書類の写し（運転免許証など） 

 

 

 

２ 申 請（書類等の提出）  

 書類は、次のあて先へお送りください。 

 （※提供を受けた情報は、当奨励金の交付事務以外には使用しません。） 
 
◆あて先◆ 

 

 

 

 

 

 

３ 審 査  

 提出書類の記入もれ、必要書類の不足などがないか確認いたします。 

 不備があった場合、申請者へ連絡します。内容によっては、書類の再提出や追加書類の提出

をお願いする場合があります。 

 

 

４ 支 給（お振込）  

 審査後、指定口座へお振込します。 

 すべての書類が整ったことを確認してから、おおよそ３週間から４週間後にお振込となり

ます。 

 

 

 

 

 

※支給後に申請内容等の虚偽や誓約内容に違反があった場合などは支給を取り消し、返還

を命じる場合があります。 

〒010-8572 秋田市山王三丁目１番１号 秋田県産業労働部雇用労働政策課 

（※「秋田県スキルアップ促進奨励金申請書類在中」と記載願います。） 
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Ⅲ 申請について  

 

 申請期間、注意事項、申請方法、提出書類、提出先などは、次のとおりです。 

 

１ 申請期間  

    令和８年４月１日から令和９年３月１９日まで（必着） 

 

２ 注意事項  

 ◆提出書類を手書きで作成する場合は、ボールペンでご記入ください。 

 （※消せるペンで記載している書類は受理できません。） 

 ◆A４サイズ未満の書類がある場合は、A４サイズの用紙に貼付してください。 

 ◆提出書類の不足などで申請者に連絡をとった際、連絡がつかず確認できない期間が続い

た場合は、「令和９年３月１９日」に達した時点で、申請を取り下げたものとみなします。 

 

 

３ 申請方法  

（１）郵送による方法 

  申請書類の入手方法又は場所 

  以下の方法により、申請に必要な書類を入手することができます。 

   ◆秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」（コンテンツ番号 94456）から

ダウンロードできます。 

 

（２）電子申請による方法 

  電子申請の入力画面 

   ◆秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」（コンテンツ番号 94456）に 

掲載の「電子申請サービス」にアクセスして申請してください。 
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４ 提出書類 （郵送申請・電子申請共通） 

 記載例や見本を P５～９に掲載しましたので、併せてご確認ください。 
 

（１）交付申請書兼実績報告書（様式第１号）                            【記載例 P５～６】 

   ※提出の際は、必ずＡ４両面印刷としてください。 

   ※誓約事項を熟読し、ご理解の上、チェックを入れてください。 

（２）請求書（様式第２号）                      【記載例 P７】 

（３）専門実践教育訓練給付金受給資格者証の写し            【見本Ｐ８～９】 

（４）領収書の写し 

（５）振込先口座が確認できる通帳の写し等 

   ※ 振込先口座の銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人(カタカナ)が確認できるペ 

ージ（通帳の表紙を開いた最初の１ページ目）をコピーしてご提出ください。 

（６）本人確認書類の写し 

   ※ 申請時点で有効なものであり、記載された住所が上記（１）申請書兼実績報告書に記載

する住所と同一のものに限ります。具体的には次の書類の写しになります。 

（例）・運転免許証 ・マイナンバーカード(オモテ面のみ) ・障害者手帳 ・在留カード 

・パスポート（顔写真の掲載ページ）＋住民票（公共料金の請求書でも可） 

・健康保険証（※）＋住民票（公共料金の請求書でも可） 

   ※ 健康保険証の写しについては、「被保険者記号・番号」部分を復元できない程度にマスキ 

ングして提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 提出先（あて先）  

〒０１０－８５７２ 秋田市山王三丁目１番１号  

秋田県産業労働部雇用労働政策課 宛て 「秋田県スキルアップ促進奨励金申請書類在中」 

※ 上記のほか、申請内容に応じてその他の書類を追加で提出いただく場合がありますの

で、ご理解をお願いします。 

※ 電子申請の場合の注意点 

支給申請書類の写し、振込先口座が確認できる通帳の写し、本人確認書類の写しを 

電子申請サービスで提出する際は、各書類をスキャンした PDF ファイル等を添付ファ

イルとしてご提出ください。 

  なお、不鮮明なものを提出しないよう、提出前に再確認の上、申請をお願いします。 



－５－ 

様式第１号（第６条関係）              ※本様式は必ず両面印刷で提出してください。 
 

 
令和  年  月  日 

秋田県知事  宛て 
 
 
                申請者  〒 ○○○ ― ○○○○ 
                     住 所  秋田県秋田市山王三丁目１番１号 

氏 名  秋田 太郎 
（電話番号 ０１８－８６０－２３３４ ） 

 
 

秋田県スキルアップ促進奨励金交付申請書 兼 実績報告書 
 
秋田県スキルアップ促進奨励金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請等します。 

 
１ 交付申請額     50,000   円  
 
２ 奨励金申請額の内訳 

専門実践教育訓練給付 
対象金額（Ａ） 

奨励金の交付割合

（Ｂ） 
交付申請額【限度額５万円】 

（Ｃ＝Ａ×Ｂ） 
２２０，０００ 円 ４分の１  ５０，０００ 円 

                                        ※千円未満切り捨て 
３ 対象訓練等 

教育訓練講座名 ○○講座 
受講開始日 令和８年４月１日 受講修了予定日 令和９年３月３１日 

 
４ 申請者の基本情報 

雇用保険被保険者番号 1234-567890-1 生年月日 昭・平   年   月   日 
メールアドレス ○○○＠△△△ 

勤務先 秋田製菓（株）       （   正規   ・   非正規  ） 

取得した資格を活用した就職・転職等の意向の有無 有   ・   無 
本奨励金は今回の教育訓練受講のきっかけとなりましたか？ はい   ・  いいえ 

  ※記載いただいた情報は本事業の参考とするもので、それ以外の目的で使用することはありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裏面へ続く 

記載例 

６ヶ月を超えて受講した後の日付となります。 

（日付は、土・日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日

を除いて記入してください） 

郵便番号、所在地を記入して

ください。 
押印は不要です 

申請額は、訂正印による修正はできません。 

（申請書の書き直しとなります） 

限度額（５万円）を超える場合は、 

「５０，０００円」と記載してください。 

すべての項目において、「消せるペン」では記載しないでください。 

申請の可否に影響はありませんが、取得した資格を活用し

て、転職などのキャリアアップを図りたいと考えている等の意

向がありましたらお知らせください。 

現在、就職していない場合には、 

“無職”と記載してください。 

申請の可否に影響はありませんが、本奨励金

が、今回の専門実践教育訓練の受講の一助

となった場合はお知らせください。 



－６－ 

様式第１号（第６条関係）          ※本様式は必ず両面印刷で提出してください。（裏面） 
 
５ 誓約事項 
 
  秋田県スキルアップ促進奨励金の申請にあたり、次のとおり誓約します。 

  （誓約事項をよく読み、☑を入れてください。） 
 

☑ 交付対象要件を全て満たしているとともに、申請内容に虚偽や不正等はありません。 
☑ 受講開始日及び申請日において、秋田県内在住で間違いありません。 
☑ 秋田県から検査、報告、是正についての求めがあった場合は、これに応じます。 
☑ 不正受給が判明した場合には、奨励金の支給の取消及び返還に異議なく応じます。 

 
 

【添付書類】 

 

☑ 請求書（様式第２号） 

☑ 専門実践教育訓練受給資格者証の写し 

☑ 領収書の写し 

☑ 本人確認書類の写し（運転免許証など） 

☑ 振込先口座が確認できる通帳等の写し 

 

 

記入漏れ等により☑を忘れた場合、申請は受理できません。ご注意ください。 

すべての項目において、「消せるペン」では記載しないでください。 



－７－ 

○で囲んでください ○で囲んでください 

○で囲んでください 

様式第２号（第６条関係） 
   

請  求  書 
 
 

令和  年  月  日 
 
 
 秋田県知事  宛て  
   （課名 雇用労働政策課） 
 
 

                  債権者 住 所  秋田市三丁目１番１号 

              氏 名  秋田 太郎 

 

 
  「秋田県スキルアップ促進奨励金」を次のとおり請求します。 

ついては、次の口座に振り込んでください。 
 
 
        請 求 金 額     ５０，０００   円  
 
 
 
 

金融機関名 山王 
銀行・金庫 
組合・農協 本・支店名 秋田県庁 

本店 
支店 

口座種別 
※○で囲む 

普通・当座・貯蓄 
口座番号 
※右詰め  １ ２ ３ ４ ５ ６ 

口座名義 
※カタカナで記載 

アキタ タロウ 

 
 
【連絡先等】 
氏 名 秋田 太郎 

電 話 番 号 ０１８－○○○－○○○ 

メールアドレス ○○○○＠○○○○ 

 

すべての項目において、「消せるペン」では記載しないでください。 記載例 

請求日は記入不要です 

交付申請書兼実績報告書

（様式第１号）と同じ住所、

氏名を記入してください。 

押印は不要です 

請求金額は、交付申請書兼実績報告書（様式第１号）の申請額と同

じ金額を記入してください。 

※訂正印による修正はできません。（書き直しとなります。） 



折 り 曲 げ 線

（第１面）

（第２面）

教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証

公共職
業安定
所長印

注 意 事 項

管轄公共職業安定所

電話番号 交付 年 月 日

1. 2. 氏 名

7. 住 所 又 は 居 所

15.

12.

16.

13.

被 保 険 者 番 号

教 育 訓 練 実 施 者 名

指 定 番 号

教 育 訓 練 施 設 の 名 称

実 施 方 法

受 給 資 格 確 認 年 月 日

8. 支払方法(記号(口座)番号－金融機関名－支店名)

18.

１ この証は、受講修了日から１年間は大切に保管してください。
もし、この証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申し出て
再交付を受けてください。なお、この証は、折り曲げ線以外では
折り曲げないでください。

２ 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）、又は教育訓練支
援給付金を受けようとするときは、この証を関係書類に添えて、
原則として、管轄公共職業安定所の長に提出してください。

３ あなたが預貯金口座への振込みの方法によって支給を受ける場
合、支給金額欄の金額をあらかじめ指定された金融機関の預貯金
口座に振り込む手続きを、支給決定後に行いますので、その金融
機関から支払いを受けてください。この場合、その金融機関から
支払いを受けることができる日が、給付金の支給日となります。

４ 定められた出頭日に来所しないときは、教育訓練支援給付金の
支給を受けることができなくなることがあります。

５ 教育訓練支援給付金を受給するために、失業の認定を受けよう
とする期間中に就職した日があった場合はその旨を必ず届け出て
ください。

６ 偽りその他不正の行為によって教育訓練給付金（第101条の2の
7第2号関係）又は教育訓練支援給付金を受けたり、又は受けよう
としたときは、以後教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金を受
けられなくなるばかりでなく、不正受給した金額の返還と更にそ
れに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、処罰される場合が
あります。

７ 氏名、住所若しくは居所、又は電話番号を変更したときは、そ
の後最初に来所したときに、届書を提出してください。

８ 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）に関する処分又は
上記６の返還若しくは納付を命ずる処分について不服があるとき
は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月
以内に 雇用保険審査官に対して審査請求をすること
ができます。

９ 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）又は教育訓練支援
給付金について分からないことがあった場合には、公共職業安定
所の窓口で御相談ください。

17. 訓 練 期 間

教 育 訓 練 講 座 名14.

公共職業安定所長

19. 20.受 講 開 始 日 受 講 修 了 予 定 日

3 . 性 別 5. 6.生 年 月 日 離 職 又 は 在 職 の 別 の 表 示

9. 10.支 給 番 号 離 職 時 賃 金 日 額 11. 支 給 日 額

登 録 資 格21.

登 録 訓 練 経 費22.

様式第33号の2の3（第1面、第2面）

（１/２）

－８－



折 り 曲 げ 線

被保険者番号 氏名

教育訓練支援給付金 訓練支援給付金

教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係） 専門訓練給付金

教育訓練給付金（第101条の2の7第3号関係） 訓練追加給付金
種
類

様式第33号の2の3（第3面・第4面）

（第４面）

（第３面）

未支給 支給金額の頭に(未)を付す。

追給 支給金額又は(未)の頭に(追)を付す。

（２/２）

－９－


